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壁量基準等の経過措置の終了に伴う周知（協力依頼） 

 

令和７年３月 17 日付の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」（国住指第 426 号）第

２の２のなお書きに記載のとおり、壁量基準等の経過措置が令和８年３月をもって終了

しますので、別添の資料を経過措置利用者に配布するなどして周知方よろしくお願いし

ます。 
なお、当該経過措置の終了前後における規定の適用については下記のとおりとなりま

すのでご留意ください。 
また、都道府県建築行政主務部局、特定行政庁及び国土交通大臣指定、都道府県知事

指定又は地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを

申し添えます。 

 

記 

 

１． 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和８年３月 31 日までに着工される

建築物 

着工後に計画変更が生じ、確認の変更申請が出された場合の審査時に改正前又は

改正後の基準への適合を確認する必要があります。 

 

 

２． 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和８年４月１日以降に着工される建

築物 

確認申請書で令和８年３月 31 日までに工事着手予定としていたところ、やむを得

ず令和８年４月１日以降に着工することとなった建築物は、検査時、又は着工後に計

画変更が生じ、確認申請が出された場合の審査時に改正後の基準への適合を確認す

る必要があります。この際に改正後の基準への適合が確認できない場合には、計画変

更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないこととなることを申

請者に対し、説明するよう努めてください。 

 

 



【参考】令和７年３月 17 日付「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」（国住指

第 426 号）第２の２ 

２． 壁量基準等の経過措置に関する周知 
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直しに伴い、構造関係規定のうち、

令第 43 条第１項による柱の小径と令第 46 条第４項による壁量の基準について見直し

ますが、改正後の建築確認・検査の円滑化を図る観点から、改正法の施行後１年間（令

和８年３月 31 日まで）に着工するもので、延べ面積が 300 ㎡以内の旧４号建築物につ

いて、改正令等による改正前の基準によることができるとする経過措置を設けていま

す。 
なお、令和８年４月１日以降に着工するものについては、本経過措置が適用されず、

改正令等による改正前の基準によることはできないこととなるため、特定行政庁にお

いては、建築主、設計者及び工事施工者に対して、令和８年４月１日以降に着工する

ものについては、改正令等による改正後の基準が適用されること及び当該基準の内容

について、十分に周知するようお願いします。 
 


